
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年４月１日、生活安全部生活環境課にあったサイバ 

ー犯罪対策室を格上げし、「サイバー犯罪対策課」

を発足しました。 

 サイバー犯罪の取り締まりのほか、捜査員の人材育成や情報

技術解析を強化します。 

                                              

                                        

広 報 用 資 料

平 成 ３ ０ 年 第 １ 号

佐賀県警察本部サイバー犯罪対策課

 

 

★★★ 受付期間 ★★★ 

平成３０年５月７日（月） ～ ５月３１日（木） 
【職務内容】 

 将来、サイバー犯罪に係る捜査等に従事することができます。 

【受験資格】 

 経済産業省所管の「基本情報処理技術者(FE)」以上の資格を有する者

※ 詳しくは、佐賀県警ホームページをご覧下さい。 


